○土地改良法施行細則

昭和41年4月1日

規則第23号

土地改良法施行細則をここに公布する。

土地改良法施行細則

(趣旨)
第1条　この規則は、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)及び土地改良法施行規則(昭和24年農林省令第75号。以下「省令」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔昭和61年規則56号・平成12年111号〕)

(申請書等の様式)
第2条　法及び省令により提出する申請書、届その他の書類(以下「申請書等」という。)は、法令に特別の定めがあるもののほか、別に定める様式によらなければならない。

(一部改正〔昭和61年規則56号・平成12年111号・31年6号・令和８年43号〕)

(事務所の設置等の届出)
第3条　土地改良区は、事務所を設置し、又は変更したときは、遅滞なく別に定める様式による事務所設置（変更）届により所管する広域振興局長(以下「局長」という。)に届け出なければならない。

(一部改正〔平成10年規則59号・12年111号・18年98号・22年36号・令和８年43号〕)

(理事長選任等の届出)
第4条　土地改良区は、理事の互選により理事長を定めたとき、又は理事長が退任したときは、遅滞なく別に定める様式による理事長選任（退任）届により所管する局長に届け出なければならない。

2　前項の規定は、数人が共同して行う土地改良事業において、施行者の互選による代表者を定めた場合又は代表者が退任した場合に準用する。

(一部改正〔平成10年規則59号・12年111号・18年98号・令和８年43号〕)

(総会又は総代会の届出)
第5条　土地改良区は、総会又は総代会が終了したときは、遅滞なく別に定める様式による総会（総代会）終了届により所管する局長に届け出なければならない。

(一部改正〔平成10年規則59号・12年111号・18年98号・令和８年43号〕)

(登記完了の届出)
第6条　土地改良区は、換地処分の登記を完了したときは、遅滞なく別に定める様式による登記完了届により所管する局長に届け出なければならない。

2　前項の規定は、農業協同組合、農業協同組合連合会、農地利用集積円滑化団体若しくは農地中間管理機構、数人が共同して行う土地改良事業の施行者又は市町村の換地処分の登記の場合に準用する。

(一部改正〔平成10年規則59号・12年111号・18年98号・26年29号・令和８年43号〕)

(土地改良区連合への準用)
第7条　土地改良区連合については、この規則に定める土地改良区に関する規定を準用する。

(申請書等の提出部数及び経由)
第8条　法、省令及びこの規則により提出する申請書等の提出部数は、別に定めがあるもののほか、知事に提出するものにあっては正副2通とし、所管する局長に提出するものにあっては1通とする。

2　前項に規定する知事に提出する申請書等は、所管する局長を経由しなければならない。

(一部改正〔昭和61年規則56号・平成18年98号・24年62号〕)

附　則

1　この規則は、公布の日から施行する。

2　この規則の施行の際現に提出されている申請書等は、この規則の相当規定により提出された申請書等とみなす。

附　則(昭和42年4月1日規則第27号)抄

1　この規則は、公布の日から施行する。

附　則(昭和44年4月1日規則第18号)抄

1　この規則は、公布の日から施行する。

附　則(昭和49年2月19日規則第7号)

1　この規則は、公布の日から施行する。

2　この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の土地改良法施行細則の規定により提出されている申請書又は届は、この規則による改正後の土地改良法施行細則の相当規定によつて提出されたものとみなす。

附　則(昭和51年4月1日規則第35号)抄

(施行期日)
1　この規則は、公布の日から施行する。

附　則(昭和61年3月31日規則第56号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

附　則(平成6年5月13日規則第178号)

1　この規則は、公布の日から施行する。

2　この規則による改正後の土地改良法施行細則に定める様式は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する申請書等について適用し、施行日前に提出した申請書等については、なお従前の例による。

附　則(平成10年3月31日規則第59号)

1　この規則は、平成10年4月1日から施行する。

2　この規則による改正後の土地改良法施行細則に定める様式は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する申請書等について適用し、施行日前に提出した申請書等については、なお従前の例による。

附　則(平成11年3月31日規則第77号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

附　則(平成12年3月28日規則第111号)

1　この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2　この規則による改正後の土地改良法施行細則に定める様式は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する申請書等について適用し、施行日前に提出した申請書等については、なお従前の例による。

附　則(平成14年3月29日規則第43号)

1　この規則は、平成14年4月1日から施行する。

2　この規則による改正後の土地改良法施行細則に定める様式は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する申請書等について適用し、施行日前に提出した申請書等については、なお従前の例による。

附　則(平成18年3月31日規則第98号)

1　この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2　この規則による改正前の岩手県規則(以下「改正前規則」という。)の様式による申請書等は、この規則による改正後の当該岩手県規則の様式による申請書等とみなす。

3　改正前規則の様式による用紙等は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附　則(平成20年11月28日規則第84号)

1　この規則は、平成20年12月1日から施行する。

2　この規則による改正前の岩手県規則(以下「改正前規則」という。)の様式による申請書等は、この規則による改正後の当該岩手県規則の様式による申請書等とみなす。

3　改正前規則の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附　則(平成22年3月31日規則第36号)

1　この規則は、平成22年4月1日から施行する。

2　この規則による改正前の岩手県規則(以下「改正前規則」という。)の様式による申請書等は、この規則による改正後の当該岩手県規則の様式による申請書等とみなす。

3　改正前規則の様式による用紙等は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附　則(平成24年11月20日規則第62号)

1　この規則は、公布の日から施行する。

2　この規則による改正後の土地改良法施行細則に定める様式は、この規則の施行の日以後に提出する申請書等について適用し、同日前に提出した申請書等については、なお従前の例による。

附　則(平成26年3月28日規則第29号)

1　この規則は、平成26年4月1日から施行する。

2　この規則による改正後の土地改良法施行細則に定める様式は、この規則の施行の日以後に提出する申請書について適用し、同日前に提出した申請書については、なお従前の例による。

附　則(平成29年10月19日規則第61号)

1　この規則は、公布の日から施行する。

2　この規則による改正後の土地改良法施行細則に定める様式は、この規則の施行の日以後に提出する申請書等について適用し、同日前に提出した申請書等については、なお、従前の例による。

附　則(平成31年3月19日規則第6号)

1　この規則は、平成31年4月1日から施行する。

2　この規則による改正後の土地改良法施行細則に定める様式は、この規則の施行の日以後に提出する届について適用し、同日前に提出した届については、なお従前の例による。

附　則(令和4年3月25日規則第9号)

1　この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2　この規則による改正後のそれぞれの規則に定める様式は、この規則の施行の日以後に作成する報告書等について適用し、同日前に作成した報告書等については、なお従前の例による。

附　則(令和８年３月31日規則第43号)

１　この規則は、公布の日から施行する。

2　この規則による改正後のそれぞれの規則に定める様式は、この規則の施行の日以後に作成する報告書等について適用し、同日前に作成した報告書等については、なお従前の例による。

３　この規則による改正前の土地改良法施行細則に規定する様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

